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Ⅰ．指定代理請求特約の内容

[bookmark: _Toc468179655][bookmark: _Toc469139081][bookmark: _Toc470405335][bookmark: _Toc470405410][bookmark: _Toc470406675][bookmark: _Toc470407605][bookmark: _Toc470407649][bookmark: _Toc210211021][bookmark: _Toc210272736][bookmark: _Toc210553571]１．特徴
この特約は、「保険金・給付金等の受取人（被保険者）」が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、
＜１＞あらかじめ指定された「指定代理請求人」が保険金・給付金等を請求することができます。【指定代理請求】
＜２＞「指定代理請求人」が請求できない場合には、「代理請求人」が保険金・給付金等を請求することができます。【代理請求】

【請求の流れ】

 (
保険金
・
給付金等
の受取人＝被保険者
)

 (
保険金・給付金等の
受取人に「請求できない特別な事情」がある
)

 (
①「戸籍上の配偶者」
②「３親等内の親族」
③「同居または生計を一にしている者」
④「療養看護に努めている、または財産管理を行っている者」
⑤「その他③④と同等の保険金・給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者」
) (
＜１＞
指定代理請求
)





	

 (
指定代理請求人が死亡している
請求時に指定代理請求人の範囲外である
指定代理請求人
に
「請求できない特別な事情」がある
)

 (
戸籍上の配偶者
がいない
戸籍上の配偶者
に「請求できない特別な事情」がある
) (
①同居、または生計を一にしている死
亡保険金
（遺族年金）
受取人
) (
③同居、または生計を一にしている３親等内の親族
) (
死亡保険金受取人がいない
死亡保険金受取人に「請求できない特別な事情」がある
) (
②同居、または生計を一にしている戸籍上の配偶者
)





 (
＜２＞
代理請求
)

 (
３親等内の親族
がいない
３親等の親族
に「請求できない特別な事情」がある
)

 (
④①～③と同等の保険金・給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者
)



[bookmark: _Toc468179656][bookmark: _Toc469139082][bookmark: _Toc470405336][bookmark: _Toc470405411][bookmark: _Toc470406676][bookmark: _Toc470407606][bookmark: _Toc470407650][bookmark: _Toc210211022][bookmark: _Toc210272737][bookmark: _Toc210553572]２．対象となる保険金・給付金等
＜１＞被保険者が受取人となっている保険金・給付金等
＜２＞被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除
[bookmark: _Toc210211023][bookmark: _Toc210272738][bookmark: _Toc210553573]ただし、すえ置かれた保険金・配当金等は除きます。

３．保険金・給付金等を請求できない特別な事情
＜１＞保険金・給付金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
＜２＞会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
＜３＞その他上記＜１＞または＜２＞に準じる状態であると会社が認めた場合

[bookmark: _Toc468179658][bookmark: _Toc469139084][bookmark: _Toc470405338][bookmark: _Toc470405413][bookmark: _Toc470406678][bookmark: _Toc470407608][bookmark: _Toc470407652][bookmark: _Toc210211024][bookmark: _Toc210272739][bookmark: _Toc210553574]４．指定代理請求人
＜１＞指定代理請求人の指定
この特約の締結時に、保険契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ１名を指定代理請求人として指定してください。
指定代理請求人の指定がない場合、この特約を付加することはできません。

＜２＞指定代理請求人の変更
保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。

＜３＞指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、指定代理請求人の指定時および保険金・給付金等の請求時につぎの範囲を満たす必要があります。
（１）被保険者の「戸籍上の配偶者」
（２）被保険者の「３親等内の親族」
（３）被保険者と同居または生計を一にしている者
（４）被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている者
（５）その他（３）（４）に掲げる者と同等の保険金・給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者
※（３）～（５）については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付金などの受取人のために保険金・給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。


[bookmark: _Toc210553575]５．指定代理請求人が請求できない場合【代理請求】 
下記の事由が生じていて、指定代理請求人も請求できないときは、「代理請求人」が保険金・給付金等を請求することができます。【代理請求】
（１）「指定代理請求人」が死亡しているとき。
（２）「指定代理請求人」が請求時に「指定代理請求人」の範囲外であるとき。
（３）「指定代理請求人」が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるとき。
[bookmark: _Toc210211025][bookmark: _Toc210272740][bookmark: _Toc210553576]
６．代理請求人の範囲
＜１＞請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている主契約または各特約の「死亡保険金（遺族年金）受取人」。
＜２＞上記＜１＞に該当する者がいない場合または上記＜１＞に該当する者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の「戸籍上の配偶者」。
＜３＞上記＜１＞＜２＞に該当する者がいない場合または上記＜１＞＜２＞に該当する者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の「３親等内の親族」。
＜４＞上記＜１＞～＜３＞に該当する者がいない場合または上記＜１＞～＜３＞に該当する者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、＜１＞～＜３＞に該当する者と同等の保険金・給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者

[bookmark: _Toc468179659][bookmark: _Toc469139085][bookmark: _Toc470405339][bookmark: _Toc470405414][bookmark: _Toc470406679][bookmark: _Toc470407609][bookmark: _Toc470407653][bookmark: _Toc210211026][bookmark: _Toc210272741][bookmark: _Toc210553577]７．約款上の留意点
＜１＞指定代理請求・代理請求を取り扱わない場合
下記（１）（２）のいずれかに該当した者は、「指定代理請求人」および「代理請求人」としての取り扱いを受けることができません。
（１）故意に保険金・給付金等の支払事由（保険料の払込の免除事由を含みます。）を生じさせた者。
（２）故意に「保険金・給付金等の受取人」を請求できない状態に該当させた者。

＜２＞指定代理請求人・代理請求人に保険金・給付金等を支払った場合
[bookmark: _Toc468179653][bookmark: _Toc469139079][bookmark: _Toc470405333][bookmark: _Toc470405408][bookmark: _Toc470406673][bookmark: _Toc470407603][bookmark: _Toc470407647]「指定代理請求人」または「代理請求人」に保険金・給付金等を支払った場合には、その後重複して保険金・給付金等の請求を受けても、保険金・給付金等を支払いません。


[bookmark: _Toc210272742][bookmark: _Toc210553578]８．2008年11月１日以前と11月２日以降の契約での約款構成上の違い
＜１＞2008年11月１日以前の契約
下図のとおり、2008年11月１日以前の契約については、ベースとなる既契約の一部に既に指定代理請求・代理請求の約款上の規定（○印）があります。
ただし、これらの契約に「指定代理請求特約」を付加した場合は、「指定代理請求特約」の規定が優先されます。

＜２＞2008年11月２日以降の新契約(医療保険(08)は2008年８月２日以降の新契約)
下図のとおり、ベースとなる新契約には指定代理請求・代理請求の約款上の規定は一切なくなります（自動更新契約を除く）。
よって「指定代理請求特約」を付加しないと、指定代理請求・代理請求の機能が無い状態となります。
しかし、特約を付加することにより、これまで代理請求規定のなかった被保険者が受取人になっている給付金等も、代理請求できます。

 (
対象となる
保険金・給付金
等
) (
2008年
11
月２日以降の契約
) (
2008年
11
月１日までの契約
)
 (
ベースとなる契約
) (
ベースとなる契約
)
 (
指定
代理請求
) (
代理
請求
)
 (
×
規定なし
)

 (
特定疾病保険金
) (
高度障害保険金
) (
一部の入院給付金
・疾病手術給付金　等
) (
上記以外の
保険金・給付金
等
) (
リビング・ニーズ
特約保険金
) (
指定
代理請求
) (
○
) (
○
) (
×
) (
代理
請求
) (
○
) (
○
) (
×
) (
×
) (
×
) (
×
) (
×
)




 (
指定代理請求特約
を付加した場合
) (
指定代理請求特約
を付加した場合
)

 (
指定代理請求特約
の規定が優先されます。
（ベースとなる契約の規定は適用されません。）
) (
はじめて
指定代理請求が
可能になります。
)

 (
例外
更新日が
11
月２日以降となる自動更新契約の場合、
11
月１日までの約款と同様の代理請求規定（特則）が適用されます。
)


[bookmark: _Toc210211029][bookmark: _Toc210272745][bookmark: _Toc210553579]９．付加できる主契約
付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

[bookmark: _Toc468179654][bookmark: _Toc469139080][bookmark: _Toc470405334][bookmark: _Toc470405409][bookmark: _Toc470406674][bookmark: _Toc470407604][bookmark: _Toc470407648][bookmark: _Toc210211030][bookmark: _Toc210272746][bookmark: _Toc210553580]１０．指定代理請求特約の付加方法
新契約時に同時付加する方法と、既契約に中途付加する方法があります。
中途付加の場合、中途付加前に生じた支払事由については、代理請求を行なうことはできません。
[bookmark: _Toc468179657][bookmark: _Toc469139083][bookmark: _Toc470405337][bookmark: _Toc470405412][bookmark: _Toc470406677][bookmark: _Toc470407607][bookmark: _Toc470407651]
例：「指定代理請求特約」を付加した場合、
・「がんによる入院（１回目）」は、中途付加前のため、指定代理請求できません。
・「がんによる入院（２回目）」は、中途付加以後のため、指定代理請求可能です。
 (
指定代理請求特約
の中途付加
▼
)


 (
指定代理請求が可能となる期間
)
 (
医療保険（０８）
)
 (
がんによる入院
（２回目）
) (
がんによる入院
（１回目）
)




[bookmark: _Toc210211031][bookmark: _Toc210272747][bookmark: _Toc210553581]１１．この特約の保険料および解約返戻金
この特約に保険料は必要ありません。また、解約返戻金はありません。


[bookmark: _Toc210553582]１２．保険種類ごとの留意事項
＜１＞こども保険に付加した場合の留意事項
こども保険に付加した場合、「対象となる保険金・給付金等」や「指定代理
請求人の範囲」が、つぎのとおりとなります。
（波線部分が他の保険種類と異なる部分です）
対象となる保険金・給付金等
（１）保険契約者が受取人となっている保険金・給付金等
（２）保険契約者の保険料の払込の免除
指定代理請求人の範囲
（１）保険契約者の「戸籍上の配偶者」
（２）保険契約者の「３親等内の親族」
（３）保険契約者と同居または生計を一にしている者
（４）保険契約者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている者
（５）その他（３）（４）に掲げる者と同等の保険金・給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者

※「代理請求人の範囲」についても、「被保険者」とあるのを「保険契約者」と読み替えます。


＜２＞がん保険(01)等に付加した場合の留意事項
以下の保険種類に指定代理請求特約を付加した場合には、自動的に被保険者が給付金受取人として指定されたものとします。

対象となる保険種類
· がん保険
· がん保険(01)
· 年齢群団別がん保険
· 医療(01)用がん入院特約
· 新終身医療(01)用がん入院特約
· 女性特定がん入院特約

（例）がん保険(01)
	保険金および
給付金の種類
	この特約を付加しないときの受取人
	この特約を付加した
ときの受取人

	がん入院給付金
がん長期入院給付金
がん手術給付金
がん診断給付金
がん通院給付金
	給付金受取人
	被保険者

	がん死亡保険金
死亡給付金
	死亡保険金受取人
	死亡保険金受取人

	生存給付金
	保険契約者
	保険契約者


[bookmark: _Toc210211032][bookmark: _Toc210272748][bookmark: _Toc210553583]
Ⅱ．ワンポイントアドバイス

Ｑ：この特約を開発した背景は何ですか？
Ａ：被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合（被保険者本人が自らの病状を知らない場合など）、保険金・給付金等の支払ができず、結果として支払漏れや支払遅延に繋がるケースがありました。
このようなケースに対応することを目的として開発された特約ですが、これまでも、保険種類によっては指定代理請求や代理請求のできるものがありました（例えば、リビング・ニーズ特約保険金、特定疾病保険金等）。
また逆にこうした機能のない保険もあり、指定代理請求の取扱いが保険種類によってバラバラで、指定代理請求や代理請求機能が混在した分かりにくい商品構成となっていました。
この特約を開発したことにより、こうした保険種類ごとに取り扱いが異なっていた指定代理請求・代理請求の規定を統合させ、お客様にわかりやすい商品体系にしています。
さらに、被保険者の生活環境や家族構成の変化等に対応し顧客サービスを拡充するため、2009年10月１日以降、指定代理請求人に指定できる範囲について『同居または生計を一にしている』という要件を外しました。
また、家族形態の多様化およびダイバーシティの拡大を背景として、親族以外の財産管理を行なう者や同性パートナー等による代理請求を可能とすることで、顧客の利便性および満足度の向上を図ることを目的に2019年10月1日以降、指定代理請求人の範囲を拡大しています。

Ｑ：この特約の特徴は？
Ａ：指定代理請求特約が付加されたご契約の場合、被保険者が受取人となっている保険金・給付金等の支払事由が生じた場合で、被保険者が保険金・給付金等をご請求できない特別な事情があるとき（被保険者本人が自らの病状を知らない場合など）は、その代理人としてあらかじめ指定いただいた指定代理請求人が保険金・給付金等を請求することができます。ただし、保険金受取人が法人である場合を除きます。

Ｑ：指定代理請求人は未成年でも指定できますか？
Ａ：できます。ただし、代理請求をする際に、親権者や後見人の同意などが必要となる場合があります。


Ｑ：今までの代理請求規定では、代理人をあらかじめ指定する必要がありませんでしたが、この特約も指定しなくていいですか?
Ａ：いいえ。指定代理請求特約は特約を付加したときに、あらかじめ1人の方を指定する必要があります。あらかじめ指定することにより、保険金・給付金等をすみやかに請求いただけます。

Ｑ：代理請求人は、なぜ「被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしていること」を条件としているのですか？
Ａ：代理請求は、民法上の「任意代理」にあたります。
そのため、代理請求人は保険金・給付金等の受取人とは異なり、あくまでも受取人本人のために請求行為を行なわなければならず、そこには代理人としての「善管注意義務（社会通念上、要求される注意義務）」が発生します。保険金・給付金等の代理請求行為を無償で行なうからといって、法的には、この善管注意義務は軽減されません。したがって、例えば、代理請求人が高度障害保険金を請求し、それを受取人本人のためではなく、無断で代理人自身の遊興費や借財の返済に充てるようなことがあれば、受取人は代理請求人に損害賠償請求することができます。
「代理請求人なっていただく方の法律上の立場」や「そして何よりも受取人本人による請求行為ができない事情」等を十分に配慮し、代理請求人が請求した保険金・給付金等が「生命保険本来の目的」に添い受取人本人のために使われやすいよう、お支払い後のことまでも想定して、なるべく受取人本人と家計経済的にも住居環境的にも近い親族の方に制限しています。

Ｑ：保険金・給付金等を請求できない特別な事情とはどのような事情ですか？
Ａ：・事故や病気等で寝たきりの状態となり、意思表示が困難な場合
・『がん』などの病名の告知を本人が受けていない場合　等が考えられます。

Ｑ：独身・1人暮らしの方について、この特約を付加することができますか？
Ａ：できます。指定代理請求人の範囲は「被保険者の３親等内の親族」です。３親等内の親族であれば、同居・同一生計である必要はありません。

Ｑ：2008年11月２日以降の新契約でこの特約を付加していなくても、代理請求ができるようになりませんか?
Ａ：この特約を付加していなければ、代理請求はできません。
したがって、新契約時には必ずご案内して、この特約の締結の有無ついて確認をお願いします。また付加した後も、保険金受取人の変更等保険の内容を見直す際には、指定代理人を変更する必要がないか等の確認もお願いします。

Ｑ：がん保険(01)で、約款では生存給付金の受取人が契約者となっていますが、その生存給付金の受取人が被保険者であれば対象となりますか？
Ａ：その給付金の受取人が被保険者であれば対象となります。

Ｑ：契約日が2008年11月１日以前の契約で代理請求規定がある主契約にこの特約を付加した場合、どちらの代理請求規定が適用されるのですか？
Ａ：これまでの代理請求規定ではなく、指定代理請求特約の代理請求規定が優先して適用されます。

Ｑ：代理請求人とは別の成年後見人から保険金・給付金等の請求があった場合に、どちらに支払うのですか？
Ａ：代理請求人と成年後見人の請求が競合した場合、成年後見人にお支払いします。支払実務においては、代理請求人からの請求を受けた際、成年後見人等がいないか確認することとしています。

Ｑ：指定代理請求特約の付加で注意しなければいけないことは何ですか？
Ａ：死亡保険金受取人が被保険者の配偶者や３親等内の親族であるにもかかわらず、指定代理請求特約が付加されていない契約が散見されます。指定代理請求特約を付加しない場合、受取人が請求できない特別な事情が生じた場合に、保険金・給付金等の請求に支障が生じる可能性があります。
また、配偶者および３親等内の親族の方は、つねに指定代理請求人として指定できますので、当該特約が付加されることが極めて自然な契約形態です。
つきましては、新契約時点で指定代理請求特約の付加を不要と契約者が判断した契約についても、引続き中途付加を推奨してください。


※この解説書は、商品の概要を解説したものです。
  この保険の取り扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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